
家庭状況に関する提出書類等確認表

フリガナ

児童氏名：

下記項目について､「はい」「いいえ」のいずれかに､☑を記入してください。

区分 № はい いいえ

下記のいずれかのコピーを提出してください。

・児童扶養手当証書

・戸籍謄本

・ひとり親家庭等医療費助成の受給資格証

・離婚届受理証明書

・離婚調停書類(裁判所からの通知)

・担当弁護士が証明する書類　等　

3 □ □

4 □ □

6 □ □

7 □ □

8 □ □

9 □ □

12 □ □

13 □ □

14 □ □

15 □ □

児
童

所有している手帳(コピー)を提出してください｡

新入園児として、同時に複数のお子さんの申込み
をしていますか｡

（No.13ではいにチェックした方）それは双生児以
上の多胎児の申込みですか｡

お子さんは、身体障害者手帳､療育手帳または精神
障害者保健福祉手帳を所有していますか｡

申請児童以外のきょうだいが､町内保育所等に入所
していますか｡

｢申込書｣の同居者欄に､そのお子さんの通う保育所等の在籍施
設名を記入してください｡

11

住民課子育て支援係へお知らせください。

保育の必要性の事由が一人につき、２つ以上あり
ますか｡(就労と障害･就労と介護等)

項目

離婚を前提としていて､かつ別居中(住民票が別)で
すか。

ひとり親世帯ですか。

「はい」の場合に必要な書類等

下記のいずれか、離婚前提であることを証明できる書類を提
出してください｡

「申込書｣の同居者欄に､その方の氏名等を記入してくださ
い。

保育の必要性を証明する書類をすべて提出してください。
2つ以上該当する方⇒

申込時点で就労証明書を提出し、就労開始後１か月以内に
再度「就労証明書」を提出してください。
※申込時点で提出された就労証明書の証明日が雇用期間開始
日より早い日付となっているとき、就労内定として取り扱い
ます。

福祉事務所から発行される通知（直近のもの）の写しを添付
してください。

審査時点で１０万円以上滞納がある場合は、入所調整の点数
が下がります。

所有している手帳等の写しを提出してください。

就労証明書のNo.9もしくは10で就労時間の記載があり､No.16
に保育士等資格の有無や勤務実態の有無があるものを提出し
てください｡

お子さんは､初めて入所保留になった月から現在ま
で、継続して待機していますか｡
※町内在住の新入園児のみ記入してください。

□ □
１回目：令和　　年　　月入所分
２回目：令和　　年　　月入所分

令和３年４月入園以降、申込書を提出した入園希望月を下記
に記入してください｡

以下の資格･免許をもって就労がある方(保育士､幼
稚園教論､保育教論)

世
帯

保
護
者

□ □

□ □

□ □

□ □

保育所等へ入所できた場合､契約の勤務時間や勤務
日が増えるまたは減る予定はありますか｡(育児時
短勤務は該当しません)

10

現在は働いていないが就労が内定している方です
か｡

保護者のどちらかまたは両方が町内認定こども園
や上峰町在住児童が在園している町外保育施設で
働いている､もしくは働く予定ですか｡

同居者の中で身体障害者手帳、精神障害者手帳、
療育手帳、特別児童扶養手当証書、国民年金の障
害基礎年金証書を所有している方がいますか。

1

2

5

生活保護世帯ですか。

保育料の滞納がありますか。

(卒園児を含む)

（No.2ではいにチェックした方）お子さんのほか
に同居者はいますか。


